
          ２０２３年４月１日 

お 知 ら せ 
 

日本ピストンリング健康保険組合 
埼玉県さいたま市中央区本町東 5－12－10 
℡ ０４８－８５６－５１９２ 

１．特定健康診査受診券（以下受診券という）で受診する特定健診〈基本部分〉の自己負

担はありません。（健保組合が全額負担することになっております。） 

但し、詳細部分（医師の判断による）の受診については受診者負担としていますので、 

ご注意下さい。 

２．日本ピストンリング健康保険組合で発行した受診券で受けられる医療機関は、Ａタイ

プ契約、Ｂタイプ契約のどちらでも受診できます。 

Ａタイプ・・・「健康保険組合」と「代表健診機関団体」との集合契約 

         【代表健診機関団体】 日本人間ﾄﾞｯｸ学会、全衛連、全日病、総合健診 

医学会、結核予防会、予防医学事業中央会 等 

Ｂタイプ・・・「都道府県代表保険者」と「健診実施機関等」との集合契約 

         【代表実施機関等】  都道府県郡市医師会、市町村保健所 等 

３．申込みについては特定健診等実施施設検索ｼｽﾃﾑ（http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/） 

より「契約タイプＡ／Ｂ」の健診実施機関からご希望の健診機関を選び、ご自身で直 

接予約して申し込んで下さい。サイトに入る場合はパスワードとして当組合名（日本 

ピストンリング）と保険者番号（06110118）が必要となります。 

４．受診券の交付を受けたときは、すぐに、受診券の下記の住所欄にご自宅の住所を自署

して下さい。（特定健康診査受診結果等の送付に用います） 

５．特定健康診査を受診するときには、受診券と被保険者証を窓口に提出してください。

どちらか一方だけでは受診できません。 

 ※行く前に健診機関に実施時間等を確認するとともに、必要に応じ日時を予約して下さい。 

６．特定健康診査は受診券に記載してある２０２３年４月１日～７月３１日の間に受診し

て下さい。 

７．特定健康診査の基本的な項目 

  ○ 質問票（服薬暦、喫煙暦等） 

○ 身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）  

○ 理学的検査（身体診察） 

○ 検尿（尿糖、尿蛋白） 

○ 血圧測定 

○ 血液検査＊脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） 

        ＊血糖検査（空腹時血糖又はＨｂＡｌｃ） 

       ＊肝機能検査（ＧОＴ、ＧＰＴ、ｒ－ＣＴＰ） 

８．特定健康診査受診券結果は、受診者本人に対して通知するとともに、保険者において

保存し、必要に応じ、保健指導等に活用しますので、ご了承の上、受診願います。 

９．健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある他、国への実施

結果報告として匿名化され、部分的に提出されますので、ご了承の上、受診願います。 

10．被保険者の資格が無くなったときは５日以内に受診券を健康保険組合に返して下さい。 

11．不正に受診券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることもあ

ります。 

12．受診券の記載事項に変更があった場合には、すぐに健康保険組合に差し出して訂正を

受けて下さい。 



健連－Ｒ5002

2023年（令和5年）４月１日

令和５年度も４０～７４歳の被扶養者の方を対象として、メタボリックシンドロームに着目した

した健診（質問票・腹囲測定・血液検査等）を実施いたしますので、毎年必ず受診されますよう

お願いいたします。

特定健康診査

対 象 者：４０歳以上の被扶養者（対象の方には個別に『受診券』を配布）

特 徴：メタボリックシンドロームに着目した健診内容。検査項目は生活習慣病が主体。

費 用：健保負担（基本部分）※「受診券」「健康保険証カード」を必ず持参してください。

主婦健診 巡回レディース健診

※対象者であれば「特定健康診査」を受けず、「主婦健診」または「巡回

レディース健診」だけでも可です。
４月～７月

費 用：受診費用のうち12,000円を健保が負担 費 用：受診費用のうち12,000円を健保が負担

ｵﾌﾟｼｮﾝのがん検診費用については昨年度の半額となっています

受診期間：７月～８月 受診期間：６月～翌２月

ご案内・申込み：５月に対象の方に送付します ご案内・申込み：社内掲示板に掲示、希望者に送付

申込み方法：特定健診等実施施設検索システム（http://hoken.kenporen.or.jp/kensin/）より当健保が

契約している「契約タイプＡ/Ｂ」の健診実施機関からご希望の健診機関を選び、ご自身で

直接予約して申し込んでください。このサイトに入る場合は、パスワードとして当組合名

（日本ピストンリング）と保険者番号（06110118）が必要です。

「主婦健診」または「巡回レディース健診」を受診すれば、特定健診を受けたことになります。

女性の方でさらに充実した受診をしたい方（別途ご案内）
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